
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
組
織
及
び
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
環
境
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

要
綱

第
一

関
係
法
律
の
改
正

一

環
境
省
設
置
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

１

原
子
力
の
安
全
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
環
境
省
の
任
務
に
加
え
、
こ
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
の
所
掌
事
務
、
環
境

大
臣
に
よ
る
勧
告
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

２

環
境
省
に
原
子
力
規
制
庁
を
置
き
、
そ
の
長
は
原
子
力
規
制
庁
長
官
と
し
、
そ
の
任
務
、
所
掌
事
務
及
び
審
議
会
等

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

環
境
省
の
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
の
定
数
を
改
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

三

原
子
力
基
本
法
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
）

１

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
は
、
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
放
射
線
に
よ
る
有
害
な
影
響
か
ら
人
の



健
康
及
び
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
こ
と
を
、
原
子
力
利
用
の
基
本
方
針
と
す
る
こ
と
。

２

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
環
境
省
に
原
子
力
安
全
調
査
委
員
会
を
置
く
こ

と
。

３

原
子
力
安
全
委
員
会
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

四

原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
）

原
子
力
安
全
委
員
会
の
廃
止
に
伴
い
、
原
子
力
委
員
会
の
所
掌
事
務
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

五

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
五
条
関
係
）

１

法
律
の
目
的
規
定
か
ら
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
用
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る

こ
と
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
原
子
炉
の
設
置
の
許
可
等
の
基
準
の
う
ち
原
子
力
の
利
用
等
の
計
画
的
な
遂
行
に
関
す

る
も
の
を
削
除
す
る
こ
と
。

２

原
子
力
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
規
制
は
、
環
境
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

災
害
が
発
生
し
た
原
子
力
施
設
に
つ
い
て
、
当
該
施
設
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
管
理
を
行
い
、
原
子

力
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制
を
導
入
す
る
こ
と
。



４

環
境
省
に
、
こ
の
法
律
の
運
用
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
調
査
審
議
し
、
意
見
を
提
出
さ
せ
る
た
め
に
、
審
査
専
門

委
員
を
若
干
人
置
く
こ
と
。

５

環
境
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
権
限
を
原
則
と
し
て
原
子
力
規
制
庁
長
官
に
委
任
す
る
こ
と
。

六

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
六
条
関
係
）

１

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
工
事
の
計
画
の
認
可
基
準
に
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
品
質
管
理
体
制
等
を
追
加
す
る
こ
と
。

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
講
ず
る
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
、
重
大
な
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
措

置
を
含
む
こ
と
を
明
確
化
す
る
等
、
重
大
な
事
故
へ
の
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

３

許
可
済
み
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
が
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
た
許
可
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
と
認
め
る
と
き
等
に
お
い
て
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
対
し
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改
造
又

は
修
理
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

４

発
電
用
原
子
炉
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
、
最
初
に
使
用
前
検
査
に
合
格
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
十
年

と
す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
満
了
に
際
し
、
長
期
間
の
運
転
に
伴
い
生
ず
る
原
子
炉
等
の
劣
化
の
状
況
を
踏

ま
え
、
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、



二
十
年
を
超
え
な
い
期
間
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
限
度
と
し
て
、
一
回
に
限
り
、
延
長
の
認
可
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

５

発
電
用
原
子
炉
施
設
等
の
安
全
性
の
増
進
を
図
る
た
め
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
設
備
等
の
変
更
の
う
ち
、
災
害
の

防
止
上
支
障
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
変
更
に
つ
い
て
の
届
出
制
度
及
び
設
備
の
型
式
承
認
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
。

６

発
電
用
原
子
炉
施
設
に
対
す
る
原
子
力
安
全
規
制
体
系
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

７

原
子
力
事
業
者
等
が
、
災
害
の
防
止
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

８

環
境
大
臣
は
、
原
子
力
施
設
の
設
備
の
製
造
を
行
う
者
等
の
事
業
所
へ
の
立
入
検
査
等
を
必
要
に
応
じ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
七
条
関
係
）

１

許
可
済
み
の
加
工
施
設
等
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
が
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
た
許
可
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と

認
め
る
と
き
等
に
お
い
て
、
加
工
事
業
者
等
に
対
し
、
加
工
施
設
等
の
使
用
の
停
止
、
改
造
又
は
修
理
等
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

加
工
事
業
者
等
が
講
ず
る
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
、
重
大
な
事
故
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
を
含



む
こ
と
を
明
確
化
す
る
等
、
重
大
な
事
故
へ
の
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

３

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
が
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
等
の
安
全
性
に
つ
い
て
自
ら
評
価
し
、
そ
の
結
果
等
を
環
境
大

臣
に
届
出
を
し
、
評
価
の
内
容
に
つ
い
て
公
表
す
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
。

八

放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
八
条
関
係
）

放
射
線
審
議
会
を
文
部
科
学
省
か
ら
環
境
省
に
移
管
す
る
こ
と
。

九

電
気
事
業
法
の
一
部
改
正
（
第
九
条
関
係
）

電
気
事
業
法
に
お
け
る
検
査
等
の
事
務
の
う
ち
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物
（
以
下
「
原
子
力

発
電
工
作
物
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
を
経
済
産
業
大
臣
と
環
境
大
臣
の
共
管
と
す
る
こ
と
。

十

電
気
事
業
法
の
一
部
改
正
（
第
十
条
関
係
）

電
気
事
業
法
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
原
子
力
発
電
工
作
物
に
対
す
る
原
子
力
安
全
規
制
を
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
に
一
元
化
し
、
電
気
事
業
法
の
関
係

規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
一

環
境
基
本
法
の
一
部
改
正
（
第
十
一
条
関
係
）



放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
等
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、
環
境
基
本
法
の
適
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
。

十
二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
（
第
十
二
条
関
係
）

１

原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
の
協
議
等
に
係
る
対
象
都
道
府
県
知
事
の
拡
大
、
原
子
力
事
業
者
に
対
す
る
防
災
訓

練
の
結
果
報
告
の
義
務
付
け
等
に
よ
り
原
子
力
災
害
予
防
対
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

２

原
子
力
災
害
対
策
副
本
部
長
及
び
本
部
員
の
拡
充
に
よ
り
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

３

原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
後
に
お
い
て
も
原
子
力
災
害
対
策
本
部
を
存
置
し
、
市
町
村
長
が
避
難
指
示
等
を
で
き

る
こ
と
と
し
、
原
子
力
災
害
事
後
対
策
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

４

環
境
大
臣
は
原
子
力
災
害
対
策
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
指
針
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

十
三

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正
（
第
十
三
条
関
係
）

１

原
子
力
災
害
が
発
生
す
る
な
ど
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大
臣
が
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総

合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
必
要
な
業
務
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

２

研
究
所
の
業
務
の
う
ち
、
原
子
力
事
故
に
由
来
す
る
放
射
線
の
人
体
へ
の
影
響
並
び
に
当
該
放
射
線
に
よ
る
人
体
の



障
害
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
に
環
境
大
臣
を
加
え
る
等
す
る
こ

と
。

十
四

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
の
一
部
改
正
（
第
十
四
条
関
係
）

放
射
性
物
質
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
、
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
の
適
用
の
対
象
と
す
る

こ
と
。

十
五

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
法
の
一
部
改
正
（
第
十
五
条
関
係
）

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
主
務
大
臣
を
環
境
大
臣
と
し
、
機
構
の
目
的

と
し
て
原
子
力
災
害
の
予
防
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
明
確
化
し
、
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
。

十
六

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
十
六
条
関
係
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
区
分
経
理
の
対
象
と
な
る
対
策
と
し
て
「
原
子
力
安
全
規
制
対
策
」
を
新
設
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

１

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
を
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
。



２

第
十
二
条
関
係
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）
の
一
部
の
施
行
期
日
を
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
す
る
こ
と
。

３

第
六
条
関
係
（
原
子
炉
等
規
制
法
の
一
部
改
正
）
等
の
施
行
期
日
を
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
す
る
こ
と
。

４

第
七
条
関
係
（
原
子
炉
等
規
制
法
の
一
部
改
正
）
等
の
一
部
の
施
行
期
日
を
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
と
す
る
こ
と
。

二

既
設
の
発
電
用
原
子
炉
に
対
す
る
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
を
含
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を

整
備
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
及

び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）

四

そ
の
他
の
関
係
法
律
に
つ
い
て
整
備
等
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
関

係
）


